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北海道の人事行政の運営状況について

１ 任用

(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由 （各年４月１日現在 単位：人）

区分 職 員 数 対前年
主 な 増 減 理 由

部門 平成２９年 平成３０年 増減数

一 議 会 70 70 0
総務企画 2,187 2,228 41 鉄道交通、150年事業に伴う業務増 等

般 税 務 701 703 2 採用・退職による新陳代謝

民 生 1,165 1,141 △ 24 公営企業会計部門への移管 等

行 衛 生 1,785 1,755 △ 30 医療系職種の採用難

労 働 354 351 △ 3 採用・退職による新陳代謝

政 農林水産 3,692 3,703 11 人材育成機関の設立に向けた体制整備 等

商 工 453 463 10 法改正に伴う業務増

部 土 木 2,269 2,275 6 土砂災害対応に伴う業務増 等

門 小 計 12,676 12,689 13
(661) (613)

特部 教 育 38,387 38,069 △ 318 学級数の減に伴う教員等の減少

別門 警 察 11,962 11,986 24 採用・退職による新陳代謝

行

政 小 計 50,349 50,055 △ 294
(305) (423)

公会 病 院 856 843 △ 13 医療系職種の採用難

営計 下 水 道 13 10 △ 3 業務見直しに伴う減

企部 そ の 他 92 112 20 一般行政部門からの移管 等

業門

等 小 計 961 965 4
(20) (17)

合 計 63,986 63,709 △ 277
(986) (1,053)

（注）１ 職員数は一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職者、派遣職員などを含み、臨時又

は非常勤職員を除いています。

２ （ ）内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きです。

(2) 職員の採用及び退職等の状況（平成３０年度）

【知事部局等】 （単位：人）

区 分 離 職
採 用

退 職 免 職
合 計

職 種 定年 勧奨 死亡 自己都合･その他 分限 懲戒 失職

一般行政職 596 370 67 18 158 0 2 0 615
医 療 職 137 34 11 1 72 0 0 0 118
技能労務職 0 0 0 0 0 0 0 0 0
教 育 職 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合 計 733 404 78 19 230 0 2 0 733
（構成比） (55.1) (10.6) (2.6) (31.4) (0.0) (0.3) (0.0)
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【教育委員会】

区 分 離 職
採 用

退 職 免 職
合 計

職 種 定年 勧奨 死亡 自己都合･その他 分限 懲戒 失職

一般行政職 170 94 7 3 70 0 2 0 176
医 療 職 2 1 0 0 5 0 0 0 6
技能労務職 0 22 1 0 1 0 0 0 24
教 育 職 1,366 852 153 17 874 0 12 0 1,908
合 計 1,538 969 161 20 950 0 14 0 2,114
（構成比） (45.8) (7.6) (1.0) (44.9) (0.0) (0.7) ( 0.0)

【警察本部】

区 分 離 職

採 用 退 職 免 職
合 計

職 種 定年 勧奨 死亡 自己都合･その他 分限 懲戒 失職

一般行政職 60 20 6 1 36 0 0 1 64
医 療 職 0 0 1 0 3 0 0 0 4
技能労務職 0 0 0 0 0 0 0 0 0
警 察 職 451 194 34 6 243 0 1 0 478
合 計 511 214 41 7 282 0 1 1 546
（構成比） (39.2) (7.5) (1.3) (51.6) (0.0) (0.2) (0.2)

(注）１ 「一般行政職」欄には、他に区分されない職種を含めています。

２ 知事部局等に、教育委員会、道警本部以外の各種委員会分を含めています。

３ 再任用職員を含みません。

(3) 障害者の雇用状況 （各年６月１日現在）

平成２９年度 平成３０年度

区 分 ①対象職員数 ②障害者数 ③実雇用率 ④不足数 ⑤法定雇用率 ①対象職員数 ②障害者数 ③実雇用率 ④不足数 ⑤法定雇用率

知事部局 12,271人 331.0人 2.70％ 0人 2.3％ 12,273人 326.5人 2.66％ 0人 2.5％

企業局 92人 2人 2.17％ 0人 2.3％ 96.5人 3人 3.11％ 0人 2.5％

道立病院局 482.5人 5人 1.04％ 6人 2.3％ 475.5人 5人 1.05％ 6人 2.5％

道議会事務局 71人 2人 2.82％ 0人 2.3％ 71人 2人 2.82％ 0人 2.5％

監査委員事務局 49.5人 2人 4.04％ 0人 2.3％ 48.5人 2人 4.12％ 0人 2.5％

警察本部 1,420.5人 35.5人 2.50％ 0人 2.3％ 1,420人 34.5人 2.43％ 0.5人 2.5％

教育委員会 30,183人 637人 2.11％ 27人 2.2％ 30,088人 655人 2.18％ 67人 2.4％

（注）１ ①欄の「対象職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数を除いた法定雇用障害者数の算定の基礎となる

職員数です。

２ ②欄の「障害者数」とは、身体障害者、知的障害者及び精神障害者の計であり、短時間勤務職員（週所定労働時間20時間以

上30時間未満）以外の重度身体障害者及び重度知的障害者については法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウ

ントを行い、短時間勤務職員については法律上、１人を0.5 人に相当するものとして0.5 カウントしています。

３ ④欄の「不足数」とは、①欄の「対象職員数」に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の「障害者

の数」を減じて得た数であり、④欄の「不足数」が０となることをもって法定雇用率達成となります。

したがって、③欄の「実雇用率」が法定雇用率を下回っていても、不足数が０となることがあり、この場合は法定雇用率達

成となります。
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２ 人事評価

地方公務員法に基づき、各任命権者において、人事評価（任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とするために、

職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価）を実施して

おりますが、代表として知事部局の概要を掲載します。

(1) 実施方法

能力評価及び業績評価を「人事評価記録書」を用いて行いました。

人
能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を評

事
価（評価期間：１０月１日～９月３０日）

評

価
業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上

の業績を評価（評価期間：４月１日～９月３０日、１０月１日～翌年３月３１日）

なお、能力評価は評価項目ごとに、業績評価は業務目標ごとに、それぞれａから eまでの５段階で個別に評価した
うえで、能力評価又は業績評価の結果をＡからＥまでの５段階で総括的に評価しました。

(2) 対象職員（被評価者）

人事評価は次の掲げる職員以外の一般職の職員を対象に実施しました。

①非常勤職員及び臨時職員

②他の団体等への派遣職員等人事評価の実施が困難である職員

(3) 評価者

別表のとおり対象職員の直近上位の管理職員を１次評価者とし、その上位の管理職員を２次評価者として行いまし

た。

(4) 研修の実施

①新任主幹級職員に対して、評価能力向上のための「人事評価者研修」を実施しました。

②制度の周知を図るため、職場研修の必須項目として「人事評価研修」を実施しました。

(5) 評価結果の開示等

人事評価の結果は原則として、被評価者に開示を行うとともに、評価の根拠となる事実に基づき指導及び助言を行

うものとしました。

(6) 評価結果の活用

人事評価の結果は、勤勉手当の成績区分及び昇給区分の判定、昇任、分限処分の契機として活用しました。

（ 別 表 ）

被 評 価 者 １ 次 評 価 者 ２ 次 評 価 者

本庁部長、（総合）振興局長 副知事 ―

本庁部次長等 部長 副知事

本庁課長等 部次長等 部長

本庁主幹、主任技師等 課長等 部次長等

（総合）振興局副局長等 （総合）振興局長 副知事

（総合）振興局部長等 （総合）振興局副局長 （総合）振興局長

（総合）振興局課長等 （総合）振興局部長 （総合）振興局副局長

出先機関の長等（特に困難な出先の長級以上） 所管部長等 副知事

出先機関の次長、部長、副所長等（本庁課室長級以上） 出先機関の長又は部次長 所管部長等

出先機関の課長、出張所長等（総括普及指導員級以下） 出先機関の次長、部長、副所長等 出先機関の長又は部次長

本庁の職員（上記以外） 本庁主幹等 本庁課長等

（総合）振興局の職員（上記以外） （総合）振興局課長等 （総合）振興局部長等

出先機関の職員（上記以外） 出先機関の管理職員 出先機関の長等
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３ 給与

(1) 人件費の状況（普通会計決算）

区 分 住民基本台帳人口 歳 出 額 実質収支 人件費 人件費率 （参考）
Ａ Ｂ （Ｂ／Ａ） 28年度の人件費率

２９年度 30.1.1 千円 千円 千円 ％ ％
5,307,813 人 2,427,419,344 6,004,750 567,207,744 23.4 26.5

(2) 職員給与費の状況（普通会計予算）

区 分 職員数 給 与 費 一人当たり給与費

Ａ 給 料 職員手当 期末・勤勉手当 計 Ｂ Ｂ／Ａ

３０年度 千円 千円 千円 千円 千円
62,408人 262,027,760 58,744,820 106,625,025 427,397,605 6,848
（1,025人） （1,647,744） （151,003） （347,826） （2,146,573） （2,094）

（注）１ 職員手当には退職手当を含みません。

２ 給与費は補正後の予算に計上された額です。

３ （ ）内は、再任用短時間勤務職員で、外書きです。

(3) 職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況（平成３０年４月１日現在）

区分 北 海 道 国

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 平均俸給月額 平均給与月額 平均年齢

一般行政職 326,710 円 369,699円 44.2歳 329,845 円 410,940円 43.5歳
教育職（中・小） 371,069円 402,325円 43.9歳
教育職（高校） 377,895円 409,610円 46.4歳
警 察 職 313,734円 356,480円 38.1歳 317,397円 374,941円 41.3歳

（注）１ 平均給与月額は、給料の月額、扶養手当、管理職手当、地域手当、初任給調整手当、住居手当、単身赴任手

当（基礎額）、特地勤務手当、へき地手当、寒冷地手当（年額の 1/12）の合計額です。
２ 教育職（中・小）及び教育職（高校）については、国に対応する給料表がありません。

３ 道においては、平成３０年４月１日時点で管理職員の給料月額の 1.5 ％～４％、管理職手当の８％の独自縮
減を実施しており、上記月額は縮減後の額です。

(4) ラスパイレス指数の状況（平成３０年４月１日）

北海道職員の一般行政職の給与水準は、国家公務員を 100としたラスパイレス指数でみると、都道府県の平均 100.1
に対して 98.6となっています。

(5) 職員の初任給の状況（平成３０年４月１日）

北海道 国
区 分

決 定 初 任 給 決 定 初 任 給

一般行政職 大学卒 179,200円 179,200円
高校卒 147,100円 147,100円

教 育 職 大学卒 200,600円
（中・小）

高校卒 156,300円
教 育 職 大学卒 200,600円
（高 校）

高校卒 156,300円
警 察 職 大学卒 200,300円 208,000円

高校卒 169,500円 169,500円
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(6) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成３０年４月１日現在）

区 分 経験年数 10年 経験年数 15年 経験年数 20年
一般行政職 大学卒 255,239円 307,324円 352,469円

高校卒 222,372円 265,114円 311,501円
教育職（中・小） 大学卒 306,581円 358,034円 392,692円
教育職（高 校） 大学卒 305,955円 355,806円 398,896円
警 察 職 大学卒 276,043円 333,288円 380,932円

高校卒 252,884円 291,937円 341,228円

（注） 経験年数とは、卒業後直ちに採用され引き続き勤務している場合における採用後の年数をいうものです。

(7) 一般行政職の級別職員数の状況（平成３０年４月１日現在）

区 分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

標 準 的 な 主事 主事 主任 本庁の主査 本庁の主幹 本庁の主幹
職 務 内 容 技師 技師 (総合)振興 (総合)振興 (総合)振興局

局の係長 局の課長 の課長
(総合)振興
局の出張所長

職 員 数 1,860人 1,194人 1,410人 6,713人 1,089人 1,502人

構 成 比 12.8％ 8.2％ 9.7％ 46.0％ 7.5％ 10.3％

１ 年 前 の 12.0％ 7.2％ 9.8 ％ 47.1％ 8.0％ 10.4％
参 構 成 比

考 ５ 年 前 の 5.7％ 5.1％ 15.0％ 44.7％ 13.3％ 11.2％
構 成 比

区 分 ７級 ８級 ９級 10級 計

標 準 的 な 本庁の課長 本庁の課長 本庁の部次長 本庁の部長
職 務 内 容 (総合)振興局 (総合)振興局 (総合)振興局

の部長 の部長 長
(総合)振興局
の室(次)長

職 員 数 349人 295人 155人 13人 14,580人

構 成 比 2.4％ 2.0％ 1.1％ 0.1％ 100％

１ 年 前 の 2.9％ 1.5％ 1.0％ 0.1％ 100％
参 構 成 比

考 ５ 年 前 の 2.5％ 1.5％ 1.0％ 0.1％ 100％
構 成 比

（注）１ 北海道職員給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

(8) 昇給の状況（平成３０年１月１日～）

昇給は、勤務実績に基づき昇給区分を決定している。

区分 極めて良好 特に良好 良好 やや良好でない 良好でない

本庁課長級以上 高齢層職員 ２号俸 １号俸 昇給しない

上記以外 ８号俸 ６号俸 ３号俸 ２号俸 昇給しない

一般職員 高齢層職員 ２号俸 １号俸 昇給しない

上記以外 ８号俸 ６号俸 ４号俸 ２号俸 昇給しない

※高齢層職員とは、４月１日現在で５５歳を超えて在職する職員をいう。
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(9) 職員手当の状況

区 分 北 海 道 国

（３０年度支給割合） （３０年度支給割合）

期末手当

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

一般職員 特定幹部 一般職員 特定幹部 一般職員 特定幹部 一般職員 特定幹部

６月期 1.225 月分 1.025 月分 0.925 月分 1.125 月分 ６月期 1.225 月分 1.025 月分 0.925 月分 1.125 月分

(0.65)月分 (0.55)月分 (0.45)月分 (0.55)月分 (0.65)月分 (0.55)月分 (0.45)月分 (0.55)月分
勤勉手当 12月期 1.375 月分 1.175 月分 0.925 月分 1.125 月分 12月期 1.375 月分 1.175 月分 0.925 月分 1.125 月分

(0.8)月分 (0.7)月分 (0.45)月分 (0.55)月分 (0.8)月分 (0.7)月分 (0.45)月分 (0.55)月分
計 2.60 月分 2.20 月分 1.85 月分 2.25 月分 計 2.60 月分 2.20 月分 1.85 月分 2.25 月分

(1.45)月分 (1.25)月分 (0.9)月分 (1.1)月分 (1.45)月分 (1.25)月分 (0.9)月分 (1.1)月分

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

役職段階別加算 5～ 20% 役職段階別加算 5～ 20%
管理職加算 10～ 25% 管理職加算 10～ 25%

（30年４月１日現在） （30年４月１日現在）
（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年

退職手当 勤続 20年 19.6695月分 24.586875月分 勤続 20年 19.6695月分 24.586875月分
勤続 25年 28.0395月分 33.27075月分 勤続 25年 28.0395月分 33.27075月分
勤続 35年 39.7575月分 47.709月分 勤続 35年 39.7575月分 47.709月分
最高限度額 47.709月分 47.709月分 最高限度額 47.709月分 47.709月分

その他の加算措置 その他の加算措置

定年前早期退職(2～ 30%加算) 定年前早期退職(2～ 45%加算)

退職時特別昇給 退職時特別昇給

なし なし

（注） 期末手当、勤勉手当の項中の（ ）内は、再任用職員に係る支給割合です。

.

支給対象地域 札幌市 東京都特別区 大阪府大阪市 愛知県名古屋市 医 師

地域手当

支 給 率 3％ 20％ 16％ 15％ 16％
平成 30年
４月１日 支給対象職員数 13,490人 53人 2人 2人 72人
現在

国の制度(支給率) 3％ 20％ 16％ 15％ 16％

区 分 全 職 種

特殊勤務 職員全体に占める手当支給職員の割合 36.0％
手 当

支給職員１人当たり平均支給月額 15,800 円
平成 30年
４月支給 手当の種類（手当数） 46種類
実績

代表的な手当の名称 医学研究調査手当、税務手当、職業訓練手当、

社会福祉業務手当、教員特殊業務手当、

教育業務連絡指導手当、作業手当、夜間特殊業務手当
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支 給 実 績 （ 平 成 ２ ９ 年 度 決 算 ） ７，５２７，６９５ 千円

時 間 外
職員１人当たり平均支給年額（平成２９年度決算） ３０３ 千円

勤務手当
支 給 実 績 （ 平 成 ２ ８ 年 度 決 算 ） ８，０７９，２９３ 千円

職員１人当たり平均支給年額（平成２８年度決算） ３２５ 千円

（平成３０年４月１日現在）

区 分 内容及び支給単価 国の制度との異同 国の制度と異なる内容

扶養手当 扶養親族のある職員に支給。 同

（月額：配偶者・扶養親族 6,500円

子 10,000円～15,000円）

住居手当 借家等に居住する職員又は単身赴任している職 同

員の配偶者等が借家等に居住している場合に支

給。

（月額 27,000円以内）

通勤手当 通勤のために交通機関を利用、又は交通用具を 異 交通用具使用者に係る通勤手当額

使用している職員に支給。 について、5km 以上 10km 未満の
（交通機関：月額 55,000円以内 区分

交通用具：月額 31,600円以内） 【道】4,600円 【国】4,200円

(10) 給与独自縮減の状況

道では厳しい財政状況にかんがみ、平成 11年より独自縮減措置を実施しており、平成 30年度は次のとおり給与を
縮減して支給しています。

項 目 縮 減 の 内 容

給 料 月 額 区分 H30

課長相当職以上 ▲ 4％

主幹相当職 ▲ 1.5％

管 理 職 手 当 区分 H30

課長相当職以上 ▲ 8％
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４ 勤務時間その他の勤務条件

(1) 勤務時間の状況（平成３０年４月１日現在）

① １日の勤務時間

一般の職員 教育職員 警察職員

７時間４５分 ７時間４５分 ７時間４５分

② 職員の一般的な勤務時間

開始時間 終了時間 休憩時間

８時４５分 １７時３０分 １２時００分 ～ １３時００分

(2) 職員の年次有給休暇の使用状況（平成３０年１月１日～平成３０年１２月３１日）

【知事部局】 総使用日数(ａ) 全対象職員数(ｂ) 平均使用日数(ａ)/(ｂ)

137,849日 12,005人 11.5日

【教育委員会】 総使用日数(ａ) 全対象職員数(ｂ) 平均使用日数(ａ)/(ｂ)

201,484日 14,019 人 14.4日

【警察本部】 総使用日数(ａ) 全対象職員数(ｂ) 平均使用日数(ａ)/(ｂ)

131,842日 11,279人 11.7日

（注） 全対象職員数とは、平成 30 年１月１日から平成 30 年 12 月 31 日までの全期間に在職した一般職員（教
育委員会においては、市町村立学校等に勤務する道費負担の職員を除く）に限り、当該期間の中途に採用

された者及び退職した者並びに当該期間中に育児休業、休職の事由がある職員並びに派遣職員を除くもの

とし、それらの職員を除いた職員の使用した年次有給休暇の合計数を総使用日数としています。

(3) 特別休暇等の状況 （平成３０年４月１日現在）

種 類 付与日数

１ 公民権行使休暇 必要と認められる期間

２ 官公署出頭休暇 必要と認められる期間

３ 骨髄移植等休暇 必要と認められる期間

４ ボランティア休暇 ５日以内

５ 結婚休暇 ５日以内

６ 妊娠障害休暇 １４日以内

７ 産前休暇 産前８週間から必要期間

８ 産後休暇 産後８週間

９ 育児休暇 １日２回合わせて２時間
以内

10 生理休暇 １回につき３日以内

11 配偶者出産休暇 ３日以内

12 育児参加休暇 ５日以内

13 子の看護休暇 ５日以内（子が２人の場合

は１０日以内、３人以上の

場合は１５日以内）

14 短期介護休暇 ５日以内（要介護者が２人

以上の場合は１０日以内）

15 忌引休暇 １～７日以内

16 法要祭日休暇 １日以内

17 夏季休暇 ７～９月で３日以内

18 リフレッシュ休暇 勤続３０年 ３日以内
勤続２０年 ２日以内

19 住居滅失休暇 ７日以内

20 災害事故休暇 必要と認められる期間

21 災害時退勤休暇 必要と認められる期間
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(4) 介護休暇の取得状況（平成３０年度中） （単位：人）

要 介 護 者 数（職員との続柄別）
介護休暇
取得者数 計 配偶者 父 母 子 配偶者 祖父母 兄 弟 孫 その他

の父母 姉 妹

男性職員 ３０ ３０ ２ ２０ ３ ２ １ ２ ０ ０

女性職員 ４５ ４５ ２ ３２ ６ ４ ０ １ ０ ０

計 ７５ ７５ ４ ５２ ９ ６ １ ３ ０ ０

休暇の取得形式

計 全日型中心 時間型中心 その他

男性職員 ３０ ２１ ９ ０

女性職員 ４５ ３１ １３ １

計 ７５ ５２ ２２ １

承 認 期 間

計 １月以下 １月超え ２月超え ３月超え ４月超え ５月超え
２月以下 ３月以下 ４月以下 ５月以下

男性職員 ３０ １７ ３ ２ ３ ０ ５

女性職員 ４５ １６ ５ ７ ４ ３ １０

計 ７５ ３３ ８ ９ ７ ３ １５
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５ 休業

(1) 育児休業等の利用状況（平成３０年度）

① 育児休業及び育児のための部分休業並びに育児短時間勤務の取得者数 （単位：人）

平成３０年度中に新たに育児休業等が取得可能となっ
育児休業 部分休業 育児 た職員

短時間勤務 （育児休業等 うち育児休 うち部分休 うち育児
取得者数 取得者数 取得者数 対象者数） 業取得者数 業取得者数 短時間勤務

取得者数

男性職員 ３３ ４ ５
１，２６８ ２７ ４ ２

１ ３ １

女性職員 ５３２ ８０ ２６
５２４ ５１７ １８ ２

７４８ ９３ ２２

計 ５６５ ８４ ３１
１，７９２ ５４４ ２２ ４

７４９ ９６ ２３

（注）１ 「育児休業取得者数」、「部分休業取得者」、「育児短時間勤務取得者数」欄の上段には平成 30 年度に新たに育児休業
（部分休業又は育児短時間勤務）を取得した者、下段には育児休業（部分休業又は育児短時間勤務）の期間が平成 29 年
度以前から 30年度にかけて引き続いている者の数です。
２ 「育児休業取得者数」、「部分休業取得者」、「育児短時間勤務」欄の上段の平成 30 年度に新たに育児休業（部分休業
又は育児短時間勤務）を取得した者の数には「平成 30 年度中に新たに育児休業が取得可能となった職員で育児休業（部
分休業又は育児短時間勤務）を取得した者」と「平成 29 年度以前に育児休業（部分休業又は育児短時間勤務）が取得可
能となったが、平成 30年度に新規に育児休業（部分休業又は育児短時間勤務）を取得した者」の両方が含まれますので、
「平成 30年度中に新たに育児休業等が取得可能となった職員」の「うち育児休業取得者数」、「うち部分休業取得者数」、
「うち育児短時間勤務取得者数」の各々と必ずしも一致するわけではありません。また下回ることもありません。

② 育児休業及び部分休業並びに育児短時間勤務の承認期間（平成３０年度中に新たに育児休業（部分休業又は育児

短時間勤務）を取得した職員について）

(ｱ)育児休業承認期間 （単位：人）

育 児 休 業 承 認 期 間

６月以下 ６月超え １年超え１ １年６月超 ２年超え２ ２年６月超 合 計
１年以下 年６月以下 え２年以下 年６月以下 え

男性職員 １５ ９ ３ ２ １ ３ ３３

女性職員 ２３ １０８ ９３ ９４ ６５ １４９ ５３２

計 ３８ １１７ ９６ ９６ ６６ １５２ ５６５

(ｲ)部分休業承認期間

部 分 休 業 承 認 期 間

１年以下 １年超え ２年超え ３年超え ４年超え ５年超え 合 計
２年以下 ３年以下 ４年以下 ５年以下

男性職員 ４ ０ ０ ０ ０ ０ ４

女性職員 ５７ １５ ３ １ ４ ０ ８０

計 ６１ １５ ３ １ ４ ０ ８４

１日の部分休業取得期間（平均）

30分以下 30分超え 60分超え 90分超え 合 計
60分以下 90分以下

男性職員 ０ １ ０ ３ ４

女性職員 ９ ３３ １０ ２８ ８０

計 ９ ３４ １０ ３１ ８４

(ｳ)育児短時間勤務承認期間

育 児 短 時 間 勤 務 承 認 期 間

３月以下 ３月超え ６月超え ９月超え 合 計
６月以下 ９月以下

男性職員 １ ０ ２ ２ ５

女性職員 ２ ２ ２ ２０ ２６

計 ３ ２ ４ ２２ ３１
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(2) 自己啓発等休業の利用状況（平成３０年度）

① 自己啓発等休業の取得者数 （単位：人）

自己啓発等休業 大学等 国際貢献

取得者数 課程の履修 活動

男性職員 ２ ２ ０

４ ２ ２

女性職員 ３ ２ １

６ ２ ４

計 ５ ４ １

１０ ４ ６

（注）１ 「自己啓発等休業取得者数」、「大学等課程の履修」及び「国際貢献活動」欄の上段には平成 30 年度中に新たに自己啓
発等休業を取得した者、下段には自己啓発休業の期間が平成 29年度以前から 30年度にかけて引き続いている者の数です。

② 自己啓発等休業の承認期間（平成３０年度中に新たに自己啓発等休業を取得した職員について）

（単位：人）

自己啓発等休業承認期間

１年以下 １年超え ２年超え 合 計

２年以下 ３年以下

男性職員 １ １ ０ ２

女性職員 ０ ３ ０ ３

計 １ ４ ０ ５

(3) 配偶者同行休業の利用状況（平成３０年度）

① 配偶者同行休業の取得者数 （単位：人）

配偶者同行休業の対象となる配偶者が外国に滞在する理由

配偶者同行休業 事業経営その他 外国の大学
外国での

取得者数 個人が業として における その他
勤務

行う活動 修学

男性職員 １ １ ０ ０ ０

０ ０ ０ ０ ０

女性職員 ５ ５ ０ ０ ０

３ ３ ０ ０ ０

計 ６ ６ ０ ０ ０

３ ３ ０ ０ ０

（注）１ 「配偶者同行休業取得者数」、「外国での勤務」、「事業経営その他個人が業として行う活動」、「外国の大学における修

学」及び「その他」欄の上段には平成 30 年度中に新たに配偶者同行休業休業を取得した者、下段には配偶者同行休業の期
間が平成 29年度以前から 30年度にかけて引き続いている者の数です。

② 配偶者同行休業の承認期間（平成３０年度中に新たに自己啓発休業を取得した職員について）

（単位：人）

自己啓発休業承認期間

１年以下 １年超え ２年超え 合 計

２年以下 ３年以下

男性職員 １ ０ ０ １

女性職員 １ ３ １ ５

計 ２ ３ １ ６
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(4) 修学部分休業の利用状況（平成３０年度）

① 修学部分休業の取得者数（単位：人）

修学部分休業

取得者数

男性職員 ０

０

女性職員 １

０

計 １

０

（注）１ 「修学部分休業取得者数」の上段には平成 30 年度中に新たに修学部分休業取得した者、下段には修学部分休業の期
間が平成 29年度以前から 30年度にかけて引き続いている者の数です。

② 修学部分休業の１週間の取得時間（平均）（平成３０年度中に新たに修学部分休業を取得した職員について）

（単位：人）

修学部分休業の１週間の取得時間（平均）

５時間以下 ５時間超え 10時間超え 15時間以下 合 計

10時間以下 15時間以下 20時間以下
男性職員 ０ ０ ０ ０ ０

女性職員 ０ １ ０ ０ １

計 ０ １ ０ ０ １

(5) 高齢者部分休業の利用状況（平成３０年度）

① 高齢者部分休業の取得者数（単位：人）

高齢者部分休業

取得者数

男性職員 ０

０

女性職員 ０

０

計 ０

０

（注）１ 「高齢者部分休業取得者数」の上段には平成 30 年度中に新たに高齢者部分休業取得した者、下段には高齢者部分休業
の期間が平成 29年度以前から 30年度にかけて引き続いている者の数です。

② 高齢者部分休業の１週間の取得時間（平均）（平成３０年度中に新たに修学部分休業を取得した職員について）

（単位：人）

高齢者部分休業の１週間の取得時間（平均）

５時間以下 ５時間超え 10時間超え 15時間以下 合 計

10時間以下 15時間以下 20時間以下
男性職員 ０ ０ ０ ０ ０

女性職員 ０ ０ ０ ０ ０

計 ０ ０ ０ ０ ０



- 13 -

６ 分限及び懲戒（平成３０年度）

(1) 分限処分事由別分限処分者数 （単位：人）

区 分 降任 免職 休職 降給 合計

勤務実績が良くない場合
（法第２８条第１項第１号） 1 0 0 0 1
心身の故障の場合
（法第２８条第１項第２号、第２項第１号） 0 0 1,164 0 1,164
職に必要な適格性を欠く場合
（法第２８条第１項第３号） 0 0 0 0 0
職制等の改廃等により過員等を生じた場合
（法第２８条第１項第４号） 0 0 0 0 0
刑事事件に関し起訴された場合
（法第２８条第２項第２号） 0 0 2 0 2
条例に定める事由による場合
（法第２７条第２項） 0 0 0 0 0

合 計 1 0 1,166 0 1,167
法第２８条第４項により失職した者 1

（注）１ 法とは地方公務員法をいいます。

２ 対象職員は、一般職に属するすべての職員です。

３ 分限処分者数

ア 条件附採用期間中の職員及び臨時的任用職員のうち、分限処分に準ずる措置が行われたものは、便宜上

分限処分に付された者としています。

イ 平成 30年度中に休職期間が更新された者を新たに休職処分に付された者とみなしています。
ウ 失職制度は広義の分限として位置付けられるものであるため、欠格条項に該当する者を分限処分に付さ

れた者とみなしています。

エ 休職処分者数は、処分件数に着目して計上したものであり、延数です。

(2) 懲戒事由別懲戒処分者数 （単位：人）

区 分 戒告 減給 停職 免職 合計

法令違反
（法第２９条第１項第１号） 4 2 4 2 12
職務上の義務違反又は怠慢
（法第２９条第１項第２号） 7 7 0 1 15
全体の奉仕者たるにふさわしくない非行
（法第２９条第１項第３号） 49 44 12 14 119

合 計 60 53 16 17 146

７ 服務規律の遵守に関する取組（平成３０年度）

任 命 権 者 取 組 その内容 周知方法等

全任命権者 公務員倫理 倫理条例等の周知徹底及 職員向け情報サイトを通じた情報提供
び倫理感の保持かん養等 公務員倫理研修の実施等

全任命権者 綱紀保持等 綱紀の厳正な保持の周知 通達の施行等
徹底
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８ 職員の退職管理

本庁課長級以上の職にあった職員が、退職後２年間のうちに再就職した場合には、北海道職員の退職管理に関する条

例第３条の規定により、道への届出を義務付けており、届出のあった再就職の状況については、次のとおりです。

再就職の状況（平成３０年度）

再 就 職 先 知 事 部 局 教育委員会 警 察 本 部

要綱適用団体 ９ ０ １

民 間 企 業 ４０ １ ８

その他法人等 ３０ ２８ １６

（注）１ 要綱適用団体～ 「北海道職員の退職管理に関する取扱要綱」で定める、次のいずれかに該当する団体に

再就職した者

①基本財産、資本金等に占める道の出捐金又は出資金の割合が２５％以上

ただし、道からの補助金等がない団体にあっては、５０％以上である団体

②道の交付する補助金等の額が団体の歳出規模の５０％以上である団体

２ 民 間 企 業～ 株式会社、有限会社等の民間企業に再就職した者

３ そ の 他 法 人～ 上記以外の法人、団体等へ再就職した者

９ 研修の実施状況（平成３０年度）

ア 知事部局等

研修区分 任命権者 研修名等 修了者数等

自己啓発 知事部局、企業局、道立 自主研究グループ 15グループ
病院局、議会事務局、 選 通信教育 24人
挙管理委員会事務局、監

査委員事務局、人事委員

会事務局、連合会区漁業

調整委員会事務局、教育

委員会（学校職員以外の

職員）

職場研修 知事部局、企業局、道立 公務員倫理研修 1,827回
病院局、監査委員事務局、 道政課題等研修 等

人事委員会事務局、労働

委員会事務局

職場外研修 知事部局、企業局、道立 階層別研修 2,934人
病院局、議会事務局、 選 (新採用職員研修Ⅰ 等)

挙管理委員会事務局、監 能力開発研修 1,239人
査委員事務局、人事委員 (コミュニケーション力向上研修 政策科学研修 等)

会事務局、連合会区漁業 各部研修 605人
調整委員会事務局、教育 (新任税務職員研修 等)

委員会（学校職員以外の 委託研修 (自治大学校 等) 24人
職員）

監査委員事務局 自治体監査職員事務講習会 等 15人
労働委員会事務局 専門研修 等 8人

イ 教育委員会

研修区分 研修名等 修了者数等

職場研修 学校職員以外の職員、学 公務員倫理研修、教育行政課題研修 等 401回
校職員

職場外研修 学校職員 基本研修 5,410人
（初任段階教員研修、１０年経験者研修 等）

専門研修 5,688人
（教育課程研究協議会、生徒指導研究協議会 等）

課題研修 738人
（学校経営・学校運営研修講座 等）

派遣研修 40人
（教員長期研修派遣（大学院研修派遣） 等）

行政職員研修 491人
（新採用職員等研修、新任事務長研修 等）

学校職員以外の職員 新任指導主事研修、新任社会教育主事研修 等 62人
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ウ 警察本部

研修区分 研修名等 修了者数等

自己啓発 教育図書の推薦、紹介(全所属に配布) 全所属配布

職場研修 教養セミナー 152回
職場外研修 採用時教養研修 893人

(初任科研修 等)

各級昇任時教養研修 543人
(警部補任用科(管区相当)研修 等)

部門別任用時教養研修 215人
(生活安全任用科研修 等)

専科教養研修 1,314人
(各専門的知識・技能の修得研修)

委託教養研修 67人
(捜査員車両走行訓練委託教養（二輪） 等)

その他研修 239人
(警視昇任時研修 等)

10 福祉及び利益の保護（平成３０年度）

(1) 職員の福利厚生の実施状況

任命権者 項 目 事 業 名 事 業 概 要

知事部局 職員福利厚 福利事業 各種福利厚生施設の維持管理
生・健康管
理等 職員福利厚生事務 健康・法律・退職等の相談業務やライフプランの支援等、職員

の福利厚生を促進するための事業

安全衛生管理事業 快適な職場環境を形成し、職員の健康の保持増進を図るための
職場環境測定を実施

職員健康診断事業 全職員を対象とする一般定期健康診断や特定作業従事職員を対
象とする特別健康診断等の実施

職員保健指導事業 職員の健康管理及び心とからだの健康づくりを目的とする健康
相談、健康教育、保健指導等の実施

職員公宅 共済資金住宅年賦金 地方職員共済組合が建設した職員公宅の賃借料及び購入年賦金
の支払い

職員公宅維持管理事 職員公宅の小破修繕、長寿命化を図る大型改修工事及び法令に
業 基づく各種保守点検等並びに職員公宅の一時的な不足を補うた

めの民間住宅の借り上げ

教育委員 福利厚生 公立学校教職員等退 教職員等の生涯生活設計に関する自助努力を支援することによ
会 職準備事業 り、意欲の向上や勤務能率の増進を図る

健康管理 職員健康診断事業 事務局及び道立学校職員を対象とした定期健康診断や特定作業
従事職員を対象とする特別健康診断等を実施し、職員の健康の
保持増進を図る

職員健康管理事業 事務局及び道立学校職員を対象とした職員の健康管理充実のた
めにメンタルヘルス対策や労働安全衛生管理体制の整備等を図
る

警察本部 福利厚生 生涯生活設計事業 職員が在職中はもとより退職後においても豊かで充実した人生
を送るため、各世代におけるライフステージに応じた生涯生活
設計を確立できるよう、自己啓発等を推進

健康管理 職員健康診断事業 職員を対象とする一般定期健康診断や特定作業従事職員を対象
とする特別健康診断等の実施

職員保健指導事業 職員の健康管理及び心とからだの健康づくりを目的とする健康
相談、健康教育及び保健指導等の実施
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(2)公務災害等の状況 （単位：人）

区分 平成２９年度 平成３０年度 平成２９年度

認定件数 認定件数 からの増減

公務災害 ６５ ７２ ＋７
知事部局等

通勤災害 ３０ １８ △１２

合 計 ９５ ９０ △５

公務災害 ３５５ ３４７ △８
教育委員会

通勤災害 ４０ ４２ ＋２

合 計 ３９５ ３８９ △６

公務災害 ２６９ ２５４ △１５
警察本部

通勤災害 １０ １０ ０

合 計 ２７９ ２６４ △１５



平成３０年度 人事委員会の業務状況



 

職　名

委員長

委　員

委　員

 

回

〔人事委員会の業務状況の公表の様式〕

１　組織及び運営

(1)　委員

氏　　　　名 常勤・非常勤の別 就任年月日 任期満了年月日

木下　尊氏 非常勤 平成29年4月1日 令和3年10月28日

(2)　委員会開催状況

開催年月日 附　　議　　案　　件　　項　　目

鍬田　信知 非常勤 平成27年4月1日 令和5年8月28日

大西　有二 非常勤 平成26年10月30日 令和4年10月29日

1 平成30年4月6日

【協議事項】

２　地域手当に関する規則第２条第２項の規定に基づく部局の指定について

2 平成30年4月20日

【協議事項】

１　不利益処分についての審査請求の取扱いについて

２　船員等の旅費の支給に関する規則の一部改正について

【報告事項】

１　平成29年度苦情相談の処理状況について

２　平成30年度北海道行政職員採用試験（一般行政Ａ（第1回）等）の申込状況について

３　平成30年職種別民間給与実態調査の概要について

3 平成30年5月25日
【協議事項】

１　校長に係る期末・勤勉手当の役職段階別加算について

4 平成30年6月7日

【協議事項】

１　贈与報告書、株取引等報告書及び所得等報告書の審査について

【報告事項】

１　平成30年度北海道行政職員採用試験（技術系Ａ区分）の申込状況について

5 平成30年6月19日

【協議事項】

１　平成30年度北海道行政職員採用試験（総合土木Ａ（新方式））最終合格者の決定及び採用
　　候補者名簿の確定について

6 平成30年7月23日

【報告事項】

１　平成30年度北海道行政職員等採用試験（一般行政Ｃ等）の申込状況について

２　平成30年職種別民間給与実態調査の結果について

7 平成30年8月2日

【協議事項】

１　平成30年度北海道行政職員採用試験（一般行政Ａ（第1回）等）最終合格者の決定及び採用
　候補者名簿の確定について

14 平成30年12月10日

【協議事項】

１　贈与等報告書の審査について

２　平成30年度北海道行政職員等採用試験（一般行政Ａ（第２回）等）最終合格者の決定及び
　採用候補者名簿の確定について

【協議事項】

１　平成30年度北海道行政職員採用試験（技術系Ｂ区分）最終合格者の決定及び
　採用候補者名簿の確定について

12 平成30年11月13日
【協議事項】

１　平成30年度北海道行政職員等採用試験（警察行政Ａ（第２回）等）最終合格者の決定及び
　採用候補者名簿の確定について

13 平成30年11月27日

【協議事項】

１　平成30年度北海道行政職員等採用試験（事務系B区分）最終合格者の決定及び
　採用候補者名簿の確定について

３　北海道職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例案等に係る意見について

２　任期付職員(土木職）の採用について

15 平成30年12月14日

【協議事項】

２　救難作業手当の加算額の適用を受ける作業の承認について

１　給与改定に係る人事委員会規則の一部改正等について

１　公平審査における審理補助員の指名について

２　贈与等報告書の審査について

【報告事項】

２　不利益処分についての審査請求の取扱いについて

２　勤務条件に関する措置の要求の取扱いについて

【その他】

１　委員長職務代理者の指定について

平成30年10月30日11

10 平成30年9月27日

【協議事項】

１　平成30年職員の給与等に関する報告及び給与改定に関する勧告について

【報告事項】

１　平成30年度北海道行政職員採用試験＜Ｂ区分＞（高校卒業程度）等における試験問題の
　出題ミスについて

8 平成30年8月27日
【報告事項】

１　平成30年人事院勧告・報告の概要について

9 平成30年9月11日

【協議事項】

１　北海道職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例案に係る意見について

１　平成30年度北海道行政職員等採用試験（Ａ区分及びＢ区分）の申込状況について
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部次長級
以上

課長級 主幹級 主査級 一般職員 その他職員 計

2 3 4 10 12 4 35

　※その他職員～再任用短時間職員

　※H30.4.1現在

 

 

 

委員・
職員費

一般庶務
事務

採用試験等
実施事務

給与勧告
事務

公平審査等
実施事務

労働基準法
等施行事務

合　　計

291,219 9,442 19,111 2,014 1,749 788 324,323

 

 

(3)　事務局

   ア　職員数                                                                        　　　　　　    （単位：人）

   イ　組織図

19 平成31年3月19日

【協議事項】

１　北海道行政職員及び公立小中学校学校事務職員採用試験合格決定基準等の一部改正に
　ついて

２　公益的法人等への北海道職員等の派遣等に関する規則の一部改正について

20 平成31年3月25日

【協議事項】

１　人事委員会事務局の主査以上の職にある者の任免について

３　組織機構改正に伴う人事委員会規則の一部改正について

２　平成３０年（不）第１号事案に係る採決について

東京都

東京都

東京都

   ウ　平成30年度予算                                                           　　　　　　 （単位：千円）

(4)　国又は他の地方公共団体との連絡活動

年　月　日 活動内容（会議名等） 開催地

東京都

平成30年5月8日 東北・北海道地区人事委員会協議会委員長・事務局長会議 宮城県

平成30年4月25日 十六都道府県人事委員会協議会委員長・事務局長会議 新潟県

事務局長 次　　長

平成31年2月5日 全国人事委員会連合会役員会

平成30年6月8日 全国人事委員会連合会総会

岡山県

東京都

岩手県

総務審査課長 総務審査グループ

任  用  課  長 任      用グループ

給  与  課  長 給      与グループ

平成30年4月11日 全国人事委員会連合会役員会

平成31年1月31日 十六都道府県人事委員会協議会事務局長会議(1/31～2/1)

平成30年8月10日 全国人事委員会連合会役員会

平成30年8月29日 東北・北海道地区人事委員会協議会委員・事務局長合同会議

平成30年8月22日 全国人事委員会事務局長会議

16 平成31年2月15日

【協議事項】

１　学校教育法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例案に係る意見について

２　北海道職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例案に係る意見について

３　2019年度北海道行政職員等採用試験実施計画について

４　北海道職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案に係る意見について

５　北海道学校職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例案に係る意見に
　ついて

17 平成31年3月8日
【協議事項】

１　贈与等報告書の審査について

18 平成31年3月15日

【協議事項】

１　北海道職員等の自己啓発等休業に関する規則の一部改正について

２　北海道職員の勤務時間、休暇等に関する規則等の一部改正について

３　職員の任用に関する権限の一部を任命権者に委任する規則の一部改正について

４　初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則等の一部改正等について
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採用予定数 申込者数 受験者数 受験率
第1次合格

者数
最終合格者

数
競争倍率

(倍)

185 2,085 1,868 89.6% 903 429 4.4  

30 122 107 87.7% 75 57 1.9  

31 149 132 88.6% 83 52 2.5  

124 261 217 83.1% 143 110 2.0

29 601 429 71.4% 160 43 10.0  

55 300 240 80.0% 137 76 3.2  

145 1,057 860 81.4% 471 270 3.2  

70 195 164 84.1% 131 117 1.4  

142 831 831 100.0% 466 157 5.3

160 1,664 1,190 71.5% 447 242 4.9

55 883 446 50.5% 167 69 6.5

50 1,750 1,150 65.7% 302 77 14.9

145 2,609 1,785 68.4% 721 270 6.6

 

  

0   

0   

0

7 2 4 13

7 2 0 4 13

 

  

0   

0   

0

0 0 0 0 0

２次試験日

平成30年6月4日～13日

平成30年6月2日～3日

平成30年7月1日～3日

平成30年7月17日～20日

平成30年10月18日～21日

平成30年10月24日～26日

部長及びその相当職

次長及びその相当職

１次試験日

平成30年5月13日

平成30年5月13日

平成30年5月13日

平成30年6月24日

平成30年9月23日

平成30年9月23日

平成30年9月23日

平成30年9月23日

部長及びその相当職

次長及びその相当職

課長及びその相当職

上記以外の職

合　　計

（注）職員の任用に関する権限の一部を任命権者に委任する規則に基づき、任命権者において採用選考している職を除く。

課長及びその相当職

合　　計

（注）職員の任用に関する権限の一部を任命権者に委任する規則に基づき、任命権者において昇任選考している職を除く。

(3)　昇任選考の実施状況                                                  （単位：人）

部局
知　　事 教育委員会 警　　察 その他 計

職

B区分
技術系

C区分

警察官試験（Ａ区分）
第１回
警察官試験（Ａ区分）
第２回
警察官試験（Ｂ区分）
第１回
警察官試験（Ｂ区分）
第２回

(2)　採用選考の実施状況                                               　　　　　　　 （単位：人）

部局
知　　事 教育委員会 警　　察 その他 計

職

   イ　競争試験の実施状況                            　　　　　　　　　　　                        　            （単位：人・％）

種　　　類

A区分（５月）
一般行政・教育行政
A区分（５月）

総合土木A（新方式）
A区分（５月）
警察行政
A区分（６月）
技術系
A区分（９月）
一般行政・教育行政
A区分（９月）
警察行政・技術系・公
立小中
B区分
一般行政・教育行政・
警察行政・公立小中

警察官試験（Ｂ区分）
第１回
警察官試験（Ｂ区分）
第２回

平成30年6月23日、24日、30日

平成30年10月20日、21日、27日、28日

平成30年8月3日

平成30年11月30日

警察官試験（Ａ区分）
第１回
警察官試験（Ａ区分）
第２回

平成30年6月23日、24日、30日

平成30年10月20日、21日、27日、28日

平成30年8月3日

平成30年11月30日

平成30年5月20日

平成30年9月17日

平成30年5月20日

平成30年9月17日

B区分
技術系

C区分

平成30年10月20日～21日

平成30年10月6日～8日 平成30年11月24日～25日

平成30年11月7日

平成30年12月12日

A区分（９月）
警察行政・技術系・公
立小中
B区分
一般行政・教育行政・
警察行政・公立小中

平成30年10月24日～11月9日

平成30年11月16日

平成30年11月28日

書類選考

A区分（６月）
技術系
A区分（９月）
一般行政・教育行政

平成30年11月20日～22日

平成30年8月8日

平成30年12月12日

A区分（５月）

総合土木A（新方式）
A区分（５月）
警察行政

平成30年6月22日

平成30年8月8日

種　　　類

A区分（５月）
一般行政・教育行政

３次試験日

平成30年7月7日～14日

最終合格発表日

平成30年8月8日

２　任用関係事務

(1)　競争試験の実施状況

   ア　実施日
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３　平成30年職員の給与等に関する報告と勧告

平成３０年 給与勧告等の概要
平成30年10月10日
北海道人事委員会

〔本年の給与勧告のポイント〕

＜平成30年度の改定分＞
○ 民間給与との較差を踏まえ、給料表の水準を引上げ
○ 期末・勤勉手当（ボーナス）を引上げ（0.05月分 、勤勉手当に配分）

＜平成31年度からの改定分＞
○ 獣医師に対する初任給調整手当の支給限度額の引上げ、支給期間の延長

《給与関係》

１ 民間給与との比較

・ 道内民間事業所の約16,000人の個人別給与を実地調査
・ 公務と民間との４月分給与について、主な給与決定要素である役職段階、学歴、年齢等を同じ

くする者同士を対比させるラスパイレス方式により比較
・ 特別給（ボーナス）は、昨年８月から本年７月までの１年間の民間の支給実績（支給割合）と

公務の年間支給月数を比較
［給与の較差等］
<月例給> <特別給(ボーナス)>
民間給与 Ａ 職員給与 Ｂ 較差（Ａ－Ｂ） 民 間 職 員

減額前 379,823円 637円（ 0.17％） 4.44月 4.40月
380,460円

減額後 377,704円 2,756円（ 0.73％）
（注 「減額前」は給与の減額措置がないものとした場合）

２ 平成30年度の改定

月例給及び特別給に係る公民較差等の状況や、人事院勧告の内容等を勘案し、職員の給与につい
て次のとおり改定
(1) 給料表

人事院勧告の内容に準じて引上げ（行政職給料表の場合…初任給を1,500円引上げ、若年層に
ついても1,000円程度の改定。その他の層は400円の引上げを基本に改定）

(2) 期末・勤勉手当（ボーナス）
年間支給月数を0.05月分引上げ（4.40月→4.45月、引上げ分は勤勉手当に配分）

<一般の職員の場合の支給月数>
区 分 ６ 月 期 12 月 期 合 計
期末手当 1.225月 (改定なし) 1.375月 (改定なし) 2.60月 (改定なし)
勤勉手当 0.90 月 → 0.925月 0.90 月 → 0.925月 1.80月 → 1.85月
合 計 2.125月 → 2.15 月 2.275月 → 2.30 月 4.40月 → 4.45月

(3) 初任給調整手当
給料表の改定状況を勘案し、医師・歯科医師及び獣医師に対する初任給調整手当の支給限度額

を引上げ(100円～500円)
(4) 宿日直手当

人事院勧告の内容に準じて支給額を引上げ(200円～1,000円)
(5) 実施時期

平成30年４月１日から実施

◇ 改定額（改定率 〔一般行政職〕）
給 料 合 計はね返り分※

（ ）620円 ８円 628円 0.17％
※地域手当など給料の月額等を算定基礎としている諸手当の増加分

<参考>◇ 平均給与等〔一般行政職〕 （給与の減額措置がないものとした場合）

平均年齢 改 定 額 平均年間給与
改 定 前 の 改 定 後 の
平均給与月額 平均給与月額

42.9歳 374,019円 628円 374,647円 2.9万円増
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３ 平成31年度からの改定

(1) 獣医師に対する初任給調整手当
道における獣医師の安定的な人材確保のため、初任給調整手当の支給限度額を55,000円に引上

げ、支給期間を20年に延長（支給月額：46,700円→55,000円、支給期間：15年→20年）
(2) 扶養手当

国及び他都府県における見直しの状況を踏まえ、職員の扶養手当について次のとおり改定（平
成31年４月１日から段階実施）

<扶養手当の手当額>
区 分 平成30年度 平成31年度 平成32年度

行政職７級相当以下 6,500円 (改定なし)
配偶者

行 政 職 ８ 級 相 当 6,500円 3,500円 3,500円
父母等

行政職９級・10級相当 6,500円 3,500円 (支給しない)
子 10,000円 (改定なし)

(3) 期末・勤勉手当
６月期及び12月期の期末手当が均等になるように配分
<一般の職員の場合の支給月数>

区 分 ６ 月 期 12 月 期 合 計
期末手当 1.225月 → 1.30月 1.375月 → 1.30月 2.60月 (改定なし)
勤勉手当 0.925月 (改定なし) 0.925月 (改定なし) 1.85月 (改定なし)

(4) 実施時期
平成31年４月１日から実施

《公務運営関係》

１ 採用から退職までの視点に立った人事管理

(1) 人材の確保・育成
・ 今後も一定の採用者数が見込まれることから、受験者確保に向けた取組を引き続き行う。ま
た、インターンシップへの参加が採用へとつながる割合が高いことから、インターンシップ制
度の充実について検討することが必要

・ 現行の試験制度について検証を行い、課題となっている辞退者対策に対応すべく、来年度以
降の試験制度について見直しを検討

・ 近年、採用者数が増えたことから、新規採用職員の早期育成に資する取組を充実させること
が重要

(2) 女性の活躍推進
・ 女性職員の活躍推進に向けて、任命権者が行っている仕事と家庭を両立できる職場環境づく
りや、職員の意識啓発などの取組を継続することが必要

(3) 高齢層職員の能力活用
・ 高齢層職員がそれまで培ってきた能力や経験を若年層職員の育成などに活用する観点から、
役付職員への再任用に引き続き積極的に取り組んでいくことが必要

・ 人事院は、本年８月、定年を段階的に65歳に引き上げるための国家公務員法等の改正につい
ての意見の申出を行ったことから、今後も国の動向を注視することが必要

２ その他の勤務環境に関する課題

(1) 両立支援制度の活用
・ 仕事と家庭の両立のため、育児や介護を行う職員が、必要な制度を適時に利用できる環境づ
くりを推進するなど、各種両立支援の取組を行うことが必要

(2) 働き方改革の推進
・ 公務能率の確保や職員の健康保持の観点から、時間外勤務の上限規制等について検討を進め
ることが必要

・ 教員については、本年３月に策定した「学校における働き方改革『北海道アクション・プラ
ン 」に基づき、実効性のある取組を着実に進めることが必要』

(3) 適切な職員の健康管理
・ ハラスメントを防止するため、意識啓発の強化や相談窓口の周知など、職員が相談しやすい
勤務環境の整備等が必要

(4) 服務規律の確保
・ 飲酒運転等不祥事の再発防止に向けた取組を徹底し、職場研修等により職員の倫理意識の向
上に努めることが必要

・ 何よりも、職員一人一人が公務員としての使命と責任を深く自覚し、自らの行動を律するこ
とが必要
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 全 部 容 認  一 部 容 認  全 部 否 認

給　与

旅　費

勤務時間

休　暇

執務環境

厚生福利

転　任 1 1 1

任　用

その他

計 1 1 1

 

 処 分 取 消  処 分 修 正  処 分 承 認

分限処分

降　給

降　任

休　職

分限免職

懲戒処分

戒　告

減　給 1 1 1

停　職 1 1 1 1

懲戒免職

転　　　任

そ　の　他 1 1 1

計 1 2 3 1 1 2

処分者

教育委員会

 

     ＜判定の要旨＞

　　請求人の一連の行為は、害悪を告知して当該女性教諭を畏怖させるものであると認められるとともに、椅子から蹴落とした行為は、同教諭の身体に向け
　られた有形力の行使と認められ、刑法上の「脅迫」や「暴行」に該当する。他方、請求者が通知表データの消失を当該女性教諭によるものと認識したこと
　には相当の理由があるが、本件非違行為を正当化できるものではないことから、本件処分について、処分者の裁量権の逸脱又は濫用は認められない。

(3)完結事案の概要

   ア　脅迫・暴行：平成30年（不）第１号（請求人　中学校教諭）

     ＜事案の概要＞

　　担任する生徒に係る通知表の所見データの消失が判明した際、同僚の女性教諭が共有フォルダからデータを削除したと思い、当該女性教諭に対して、
　示談の文書を示しながら慰謝料の支払いを求めるとともに、メールを送信するなどして、恐怖心を与えた。また、当該データの消失を保護者に説明する際、
　同席した当該女性教諭の態度に立腹し、同教諭に対して、繰り返し怒鳴ったり、椅子から蹴落とすなどして、恐怖心を与えた。

(2)完結事案一覧表

事案番号 請求人 処　分　の　内　容 完結年月日 判　定

平成30年（不）第１号 中学校教諭 停職３月 平成31年3月25日 棄却

６　不利益処分についての審査請求

(1)　係属状況

  区　分

係属件数 処　理　件　数
翌年度への

繰越
(A)-(B)

前年度から
の繰　越

新規申立て 計（Ａ）  却下 取下げ 打切り
判　　定

 計（Ｂ）

(3)完結事案の概要

　事案なし

(2)完結事案一覧表

事案番号 要　求　者 要　求　内　容 完結年月日 判　定

事案なし

５　勤務条件についての措置要求

(1)係属状況

係属件数 処　理　件　数
翌年度への

繰越
(A)-(B)

前年度から
の繰越

新　規
計

（Ａ）
 却下 取下げ 打切り

判　　　　定  計
（Ｂ）
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区　分

事業場数

 

 

 

 

今年度末設置数
　　　　Ａ＋Ｂ－Ｃ

601 218 1 3 823

８　公平委員会の事務の受託

使用再開検査実施数 5 0 0 0 5

廃止数   Ｃ 76 18 0 0 94

落成検査実施数　Ｂ 4 3 0 0 7

変更検査実施数 0 0 0 0 0

(2)特定機械等の設置及び検査状況（平成30年度末現在）

区　　　分 ボイラー 第一種圧力容器 ゴンドラ クレーン 合　　計

前年度末設置数　Ａ 673 233 1 3 910

７　労働基準監督機関としての職権の行使

(1)対象事業場

労基法別表第1第12号 官公署 計

282 230 512

北海道市町村備荒資金組合 昭和37年9月1日

北海道市町村総合事務組合 昭和37年9月1日

苫小牧港管理組合 昭和40年11月1日

石狩湾新港管理組合 昭和53年11月1日

団　　体　　名 受託年月日

北海道市町村職員退職手当組合 昭和37年9月1日
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